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大阪府健康医療部保健医療室医療対策課

定期健診等でクーポン券を
利用できるようにするには

～従業員とお客様を守る。企業のリスクとして考える職場の風しん対策セミナー～
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新型コロナウイルス感染症について

■1月24日に対策本部設置
■新型コロナウイルスに関連した肺炎を強く疑う患者が

確認された場合に備え
（１）医療機関に対し、院内感染対策を講じた診察を行うことや

保健所への報告・相談の徹底について周知

（２）厚生労働省、国立感染症研究所、検疫所、府内保健所
（政令・中核市含む）及び大阪健康安全基盤研究所等の
関係機関と24時間の医療の提供や病原体検査の連携体制
を強化

（３）空港等において、中国語や英語でのチラシの掲示を依頼し、
注意喚起を実施

（４）電話相談窓口の設置
9：00～18：00（土日含む）

＜府民のみなさんへ＞
● 風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえ、
咳エチケットや手洗い等を徹底

● 武漢市から帰国・入国し、咳や発熱等がある場合は・・・
マスク着用のうえ、事前に武漢市の滞在歴があることを
保健所や医療機関に連絡して受診

大阪府の取組み関連肺炎の発生状況（1月28日厚生労働省より）

関西国際空港（検疫所）等の取組み

・武漢市からの航空機内において、注意喚起、事前に質問票等
を配布し、入国時に検疫官が健康状態を確認
・サーモグラフィー等を用いて、入国者の発熱等の有無を確認
・武漢市滞在歴のある発熱者へは除外診断のための検査を実施

新型コロナ 大阪府HP 🔍

発症者 うち死亡者 備 考

中 国 4,515 106
日 本 7※ 0 府内での陽性例：0
そ の 他 46 0 14ヵ国
合 計 4,568 106



☞対象者は、過去に予防接種の機会がなかった
昭和37年４月２日から昭和54年４月１日生まれの男性

☞ お住いの市町村から対象者のご自宅に抗体検査と予防接種
が原則無料で受けられるクーポン券を送付。
※令和元年度 ⇒ 昭和47年4月2日から昭和54年４月１日
令和二年度 ⇒ 昭和37年4月2日から昭和47年４月１日

健康診断でも利用可能に『できる』クーポン券
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市町村が医療機関に委託して実施。
さらに、全国の医療機関で実施できるよう、日本医師会と全国知事会で契約を締結！

クーポン券を持って医療機関へ ※採血検査



費用請求の流れ

Step１

医療機関から国保連合会を経由して一括請求

Step２

市町村の請求書を確認・支払

Step３

国保連合会を経由して医療機関に一括入金

国保連合会



・対象者の居住地だけでなく、職場や職場の近所でも
受けられた方が良い。

・検査や予防接種に行く時間の確保が困難。
・健康診断で抗体検査も済ませたい。

⇒集合契約により配布したクーポン券は
全国で使える

ニーズ その１

ニーズ その２

企業の協力の必要性

⇒健康診断の実施主体である企業の協力
が必要



特定の医療機関に健診を委託
(健診先を企業が指定)

パターン１

社内診療所で健診を実施パターン２

複数の医療機関に健診を委託
(健診先を従業員が選択)パターン３

企業健康診断の典型例



特定の医療機関に健診を委託パターン１

委託先の医療機関

風しんの抗体検査を追加で委託

企 業

定 期 健 診 の 委 託

従業員

① 社内調整
事業主、社内関係者、従業員等の理解

② 委託先の医療機関へ確認・打診
・クーポン券の受託医療機関に登録しているか
・定期健診に抗体検査は追加できるか
・受託医療機関に入ることは可能か

【確認・調整事項】



参考：クーポン券を使用できる医療機関

➢受診医療機関は、全国で約４万8千件‼
➢大阪府では、3,734件‼

どの医療機関？ ➢厚生労働省HPに掲載

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_00001.html

🔍 厚生労働省 風しん追加的対策 検 索

医療機関のリスト
もしくは

地図から探せます。



特定の医療機関に健診を委託パターン１

委託先の医療機関

風しんの抗体検査を追加で委託

企 業

定 期 健 診 の 委 託

従業員

【確認・調整事項】

③ 対象者への案内
・対象者へ受診票の配布方法（クーポン券の持参が必要）

・検査結果を会社が把握することへの本人確認の方法
・抗体がない（陰性）方へ予防接種の案内

④ 予防接種（受診への配慮が必要）

・健診の委託先で予防接種
・従業員が選ぶ医療機関で予防接種
・社内で予防接種（インフルなどの予防接種経験のある会社が望ましい）



社内診療所で健診を実施パターン２

① 社内診療所で採血 ② 外注先で測定 ③ 検査結果の評価・従業員への伝達

企 業従業員

【確認・調整事項】

① 社内調整
事業主、社内関係者、従業員等の理解

② クーポン券の受託医療機関への登録
・社内診療所が集合契約に入る ⇒市町村
・費用請求のための口座番号の登録をする ⇒国保連合会

or



集合契約の登録方法

①委任状(Ａ４・１枚)を提出

・全国の市区町村と抗体検査・予防接種の委託や
受託契約を結ぶことを委任

これにより市区町村への費用請求が可能となる
・委任状の提出先

医師会、病院団体、健診団体等に属していなければ、
会社の所在地の市区町村
例)東京都千代田区：千代田保健所 健康推進課保健予防係

大阪府大阪市：大阪市保健所感染症対策課

大阪府堺市：

②届出(Ａ４・１枚)の提出

住所

氏名

風しんの抗体検査等に係る費用の請求及び受領に関する届を下記のとおり記入･捺印のうえ提出いたします。

※開設者（代表者）と口座名義人が異なる場合には、委任状も添付いただく必要があります。

その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

届出理由(該当番号に○を付けて下さい。) 請求開始（変更）年月 旧医療機関等番号

新設

20　　年　　月 より

4

請求者または口座名義人の変更

振込先及び口座番号の変更

フリガナ フリガナ

請求者
口座

名義人※

3

1

2

口座
番号

右詰で記載し
て下さい。

フリガナ

振込先

支店名

20　 　年 　月 　日　提出

医療機関
等番号

印

開設者（代表者）

―　

―　 　―

―　 　―

支店コード

所在地

風しんの抗体検査・風しんの第５期定期接種
に係る費用の請求及び受領に関する届

備   考

国民健康保険団体連合会　御中　　

連
合
会
使
用
欄

預金
種目

金融機関コード

1：普通　　　2：当座
該当番号に○
を付けて下さ
い。

医療機関
等名称

フリガナ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
郵便
番号

・ 検査料等の振込口座情報を登録
・ 届出の提出先
会社の所在地の国保連合会へ提出
例)東京都江戸川区：東京都国保連合会
兵庫県神戸市 ：兵庫県国保連合会
大阪府堺市 ：大阪府国保連合会

注）様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
※ →「医療機関・健診機関向け情報」の「様式等」を参照。風しんの追加的対策 検 索



社内診療所で健診を実施パターン２

① 社内診療所で採血 ② 外注先で測定 ③ 検査結果の評価・従業員への伝達

企 業従業員

【確認・調整事項】
③ 検査実施の注意事項

・検査の外注先に検査方法や価格の確認
・対象者へ受診票の配布方法（クーポン券の持参が必要）

・抗体がない（陰性）方へ予防接種の案内
④ 予防接種（受診への配慮が必要）

・健診の委託先で予防接種
・従業員が選ぶ医療機関で予防接種
・社内で予防接種（インフルなどの予防接種経験のある会社が望ましい）

or

⑤ 費用請求の流れ



＋

＋

※請求から入金までの期間（例）６月実施分
・７月１０日までに医療機関から国保連合会に請求
・８月末までに国保連合会から医療機関に入金

⑤ 費用請求の流れ

Step１

医療機関から国保連合会を
経由して一括請求

Step２

市町村の確認・支払

Step３

国保連合会を経由して医療機関へ
一括入金

＋

＋

請求書の作成ルール有



（参考）費用請求（抗体検査・予防接種）について

１．クーポン券を貼った受診票・予診票を、市区町村ごと
にまとめておきましょう

２．月ごとの実施分をまとめて、市区町村別請求書
を作成しましょう

３．市区町村別請求書をまとめて、請求総括書
を作成しましょう

○○都道府県国民健康保険団体連合会　御中

○○県○○市○○町○丁目○番○号

　　　　 代表者氏名 労働次郎 印

電話番号 ○○○ー○○○ー○○○○

施設等区分 1:医療機関

医療機関・健診機関番号

医療機関・健診機関名称 厚労病院○○○○○○○○○○○○

請求年月 2019年○○月分

請求件数
請求金額

（税抜）

請求金額

（税込）

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

※予診のみの費用を市区町村が設定していない場合（０円の場合）は、本総括書に

計上しないこと。その場合、予診票の原本を国民健康保険団体連合会に送付しない

こと。

　風しん対策　請求総括書（実績報告書）

小計

小計

合計

抗体検査

予防接種

①健診・HI法

②健診・EIA法

③HI法

④EIA法

⑤夜間休日・HI法

⑥夜間休日・EIA法

通常

予診のみ

1234567890

区分

任意の印鑑で

構いません

市区町村番号

○○県○○市○○町○丁目○番○号

　　　　 代表者氏名 労働次郎 印

電話番号 ○○○ー○○○ー○○○○

医療機関・健診機関番号

医療機関・健診機関名称 厚労病院○○○○○○○○○○○○

請求年月 2019年○○月分

請求件数
請求金額

（税抜）

請求金額

（税込）

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

消費税率 8 ％

※予診のみの費用を市区町村が設定していない場合（０円の場合）は、本請

求書に計上しないこと。その場合、予診票の原本を国民健康保険団体連合会

に送付しないこと。

④EIA法

⑤夜間休日・HI法

⑥夜間休日・EIA法

小計

通常

合計

予防接種 予診のみ

小計

○○○市区町村長様

風しん対策　市区町村別請求書

1234567890

抗体検査

①健診・HI法

②健診・EIA法

③HI法

（記載例）

請求総括書（小計）

クーポン券に記載の

６桁の番号を転記

任意の印鑑で

構いません

４．所定の方法で編綴して、所在地（都道府
県）の国保連へ送付し費用を請求しましょう



複数の医療機関に健診を委託パターン３

委託先の医療機関
企 業

定 期 健 診 の 委 託

従業員

① 社内調整
事業主、社内関係者、従業員等の理解

② 委託先の医療機関へ確認・打診
・クーポン券の受託医療機関に登録しているか
・定期健診に抗体検査は追加できるか
・受託医療機関に入ることは可能か
・結果を情報共有することはできるか

【確認・調整事項】

(健診先を従業員が選択)

③ 社内で周知



大手前 咲州

◆ 大阪府では、職員の感染リスクの軽減及びクーポン券利用率の向上のため、今年度の
クーポン対象の府職員に対し、臨時風しん抗体検査を実施。

◆ 臨時の抗体検査を実施したところ、受検率６５.６％と過半数を超える結果となった。

実施結果
（10月31日時点）

※医療機関で受検したなどの理由で受検票を返送した者

参考）次年度対象者で今回の抗体検査を受けた者は、52人

➢ 対象者
昭和47年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性職員
※昭和37年4月2日～昭和47年4月1日生まれの男性職員（次年度対象者）で希望する者にも検査実施。

➢ 実施場所・日程 大手前庁舎 10/3(木)・10/24(木)・10/25(金)・10/28(月)
咲州庁舎 10/7(月)・10/8(火)・10/9(水)・10/11(金）

➢その他
・臨時抗体検査の受検時は、職務専念義務を免除
・個々に受検案内を送付するとともに、幹部会議等を通じて受検の呼びかけ

実施内容

(A) クーポン券対象者 ９９０人

(B) 受検票返送者※ ２６４人

(C) 受検対象者(A-B) ７２６人

(D) 検査受検者数 ４７６人

受検率 (D/C) 65.6％

大阪府の取組み



大阪府 大人の風しんHP 🔍

大阪府の取組み
 クーポン券事業とは、別に「先天性風しん症候群」の発生を予防するため、妊娠を希望する女性やその
配偶者に抗体検査※や予防接種を実施。

 昨年度までは府保健所で抗体検査を実施していたが、今年度から身近な医療機関で受検できる仕組
み に変更した。また、予防接種については府から市町村へ補助を実施。受検しやすくなっているので、ぜ
ひ受けていただきたい。

➢対象者 ・妊娠を希望する女性 ・妊娠を希望する女性の配偶者
・妊婦の配偶者
※政令指定都市・中核市でも同様の事業を実施

➢実施場所 協力医療機関 1,040ヵ所（１月６日時点 政令・中核市を除く）

※医療機関は大阪府のHPをご確認ください。
➢費用 無料

抗体検査

予防接種

➢対象者 抗体検査によって「抗体がないor抗体価が低い」と判明した方
➢実施場所 各市町村管内の医療機関

※実施している医療機関は、各市町村へお問い合わせ下さい

➢費用 助成あり
※市町村によって助成方法は異なるので、詳細は市町村へお問い合わせ下さい

※クーポン券対象者を除く。



職場の感染リスクを減少させるためには、
皆さんの積極的な取組が必要です！

ぜひ、職場の風しん対策の推進に
ご協力をお願いします！

ご清聴ありがとうございました。

©2014大阪府もずやん


